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 （ 公 印 省 略 ）  

 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 

の一部を改正する省令の公布について 

 

本日、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正

する省令（令和４年厚生労働省令第 116号）が公布されたところ、改正の趣旨等は下記の

とおりですので、御了知の上、関係機関等へ周知いただくとともに、その適切な運用に御

配慮をお願いします 。 

記 

 

１ 改正の趣旨 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10年法律第 114号）

第 12条第１項の規定により医師に対して義務付けられている届出（以下「発生届」とい

う。）について、新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属のコロナ

ウイルス（令和２年１月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する

能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。以下同じ。）に

関しては、感染拡大の状況を踏まえ、高齢者等重症化リスクの高い者への対応に集中で

きるよう、緊急避難措置として、一定の要件の下、都道府県知事の届出を受けて厚生労

働大臣が当該都道府県名を告示することで、発生届の範囲を限定することを可能とする

ため、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則（平成 10年厚

生省令第 99号。以下「規則」という。）の一部を改正する。 

 

２ 改正の内容 

  新型コロナウイルス感染症について、発生届に関する事務を処理することによって、

新型コロナウイルス感染症の患者が良質かつ適切な医療を受けることが困難になるお

それがあると都道府県知事が認める場合であって、かつ、当該都道府県知事が、当該感

染症の患者を診断した医師の報告に基づき、日ごとの当該患者の総数及び日ごとの当該

患者の年代別の総数を毎日公表する場合には、当該都道府県知事が区域内の保健所設置

市等の意見を聴いた上で、厚生労働大臣に対しその旨の届出を行い、厚生労働大臣が当

該届出のあった当該都道府県の名称の告示を行うことにより、当該都道府県において下

記の者に発生届を限定する事を可能とする。 



  

・ 高齢者 

・ 入院の必要がある者 

・ 当該感染症が重症化するおそれがある場合の治療に使用される薬剤（規則附則第２

条の２第４項第４号の規定に基づき厚生労働大臣が定める薬剤）若しくは酸素の投与

といった医療の提供が必要となるおそれのある者 

・ 妊婦 

  

３ 施行期日 

 公布の日から施行する 

 

４ 留意事項 

 ・ 本改正による発生届の範囲の限定の取扱いについては、当該都道府県が厚生労働 

大臣に届出を行った日からではなく、届出のあった都道府県の名称を厚生労働大臣が

告示した日からであることに御留意いただきたい。 

 ・ 規則附則第２条の２第４項第４号の規定に基づき厚生労働大臣が定める薬剤につい

ては、別添の告示（令和４年厚生労働省告示第 255号）を御参照いただきたい。 
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○
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
五
十
五
号

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
年
厚
生
省
令
第
九
十
九
号
）
附
則

第
二
条
の
二
第
四
項
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則
附
則
第
二
条
の
二
第
四
項
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
薬
剤
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
八
月
二
十
五
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
附
則
第
二
条
の
二
第
四
項
第
四
号
の
規

定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
薬
剤

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
附
則
第
二
条
の
二
第
四
項
第
四
号
の
規
定
に

基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
薬
剤
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

カ
シ
リ
ビ
マ
ブ
（
遺
伝
子
組
換
え
）
・
イ
ム
デ
ビ
マ
ブ
（
遺
伝
子
組
換
え
）

二

ス
テ
ロ
イ
ド
薬

三

ソ
ト
ロ
ビ
マ
ブ
（
遺
伝
子
組
換
え
）
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四

ト
シ
リ
ズ
マ
ブ
（
遺
伝
子
組
換
え
）

五

ニ
ル
マ
ト
レ
ル
ビ
ル
・
リ
ト
ナ
ビ
ル

六

バ
リ
シ
チ
ニ
ブ

七

モ
ル
ヌ
ピ
ラ
ビ
ル

八

レ
ム
デ
シ
ビ
ル
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○
厚
生
労
働
省
令
第
百
十
六
号

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
八
月
二
十
五
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
年
厚
生
省
令
第
九
十
九
号
）
の
一

部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
医
師
の
届
出
）

（
医
師
の
届
出
）

第
三
条

法
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は

第
三
条

法
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

診
断
し
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
病
原
体
が
ベ
ー
タ
コ
ロ
ナ

三

診
断
し
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
病
原
体
が
ベ
ー
タ
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
属
の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（
令
和
二
年
一
月
に
、
中
華
人
民
共
和

ウ
イ
ル
ス
属
の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（
令
和
二
年
一
月
に
、
中
華
人
民
共
和

国
か
ら
世
界
保
健
機
関
に
対
し
て
、
人
に
伝
染
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と

国
か
ら
世
界
保
健
機
関
に
対
し
て
、
人
に
伝
染
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と

が
新
た
に
報
告
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同

が
新
た
に
報
告
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
第
二
十

じ
。
）
の
疑
似
症
の
患
者
に
つ
い
て
入
院
を
要
し
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場

三
条
の
五
、
第
二
十
三
条
の
六
及
び
附
則
第
二
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て

合

同
じ
。
）
の
疑
似
症
の
患
者
に
つ
い
て
入
院
を
要
し
な
い
と
認
め
ら
れ
る

場
合

附

則

附

則

（
医
師
の
届
出
の
特
例
）

第
二
条
の
二

都
道
府
県
知
事
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
ま
ん
延

（
新
設
）

に
よ
り
、
法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
届
出
に
関
す
る
事
務
を
医

師
及
び
都
道
府
県
知
事
（
保
健
所
設
置
市
等
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
長
と
し
、

医
師
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
都
道
府
県
知
事
又
は
保
健
所
設
置
市
等
の

長
に
当
該
届
出
を
行
う
場
合
に
経
由
す
る
最
寄
り
の
保
健
所
長
を
含
む
。
）

が
処
理
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
当
該
感
染
症
の
患
者
が
良
質
か
つ
適
切
な

医
療
を
受
け
る
こ
と
が
困
難
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
で
あ
っ

て
、
か
つ
、
当
該
都
道
府
県
知
事
が
、
当
該
感
染
症
の
患
者
を
診
断
し
た
医

師
の
報
告
に
基
づ
き
、
日
ご
と
の
当
該
患
者
の
総
数
及
び
日
ご
と
の
当
該
患

者
の
年
齢
別
の
総
数
を
毎
日
公
表
す
る
場
合
に
は
、
当
該
都
道
府
県
知
事
は

、
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
、
そ
の
旨
を
届
け
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

都
道
府
県
知
事
（
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
保
健
所
設
置
市
等
を
有
す
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る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
あ
ら
か
じ
め
、
保
健
所
設
置
市
等
の
長
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

３

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
け
た
と
き
は
、
当

該
都
道
府
県
の
名
称
を
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。

４

前
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
そ
の
名
称
を
告
示
し
た
都
道
府
県

の
区
域
内
に
お
い
て
医
師
が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
患
者
を
診
断

し
た
場
合
（
当
該
都
道
府
県
又
は
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
あ
る
保
健
所

設
置
市
等
の
委
託
を
受
け
た
医
師
が
他
の
都
道
府
県
の
区
域
内
で
診
断
し
た

場
合
を
含
み
、
他
の
都
道
府
県
又
は
他
の
都
道
府
県
の
区
域
内
に
あ
る
保
健

所
設
置
市
等
の
委
託
を
受
け
た
医
師
が
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
で
診
断
し

た
場
合
を
除
く
。
）
に
お
け
る
法
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
当
分
の
間
、
第
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

一

診
断
し
た
患
者
及
び
当
該
感
染
症
に
つ
い
て
法
第
十
二
条
第
一
項
に
よ

る
届
出
が
既
に
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
場
合

二

診
断
し
た
結
核
の
無
症
状
病
原
体
保
有
者
に
つ
い
て
結
核
医
療
を
必
要

と
し
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合

三

診
断
し
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
疑
似
症
の
患
者
に
つ
い
て

入
院
を
要
し
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合

四

診
断
し
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
患
者
（
六
十
五
歳
未
満
の

者
に
限
り
、
妊
婦
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
入
院
又
は
当
該
感
染
症
が
重
症

化
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
の
治
療
に
使
用
さ
れ
る
薬
剤
（
厚
生
労
働
大

臣
が
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
若
し
く
は
酸
素
の
投
与
を
要
し
な
い
と
認

め
ら
れ
る
場
合

（
医
師
の
届
出
事
項
の
特
例
）

（
医
師
の
届
出
等
の
特
例
）

第
二
条
の
三

（
略
）

第
二
条
の
二

（
略
）

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
四
条
第
八
項
中
「
前
各
項
」
と
あ
る
の
は

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
四
条
第
八
項
中
「
前
各
項
」
と
あ
る
の
は

「
附
則
第
二
条
の
三
第
一
項
」
と
、
「
第
一
項
第
六
号
中
「
初
診
年
月
日
」

「
附
則
第
二
条
の
二
第
一
項
」
と
、
「
第
一
項
第
六
号
中
「
初
診
年
月
日
」

と
あ
る
の
は
「
附
則
第
二
条
の
三
第
一
項
第
四
号
中
「
検
体
採
取
年
月
日
」

と
あ
る
の
は
「
附
則
第
二
条
の
二
第
一
項
第
四
号
中
「
検
体
採
取
年
月
日
」
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と
、
「
同
項
第
九
号
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
第
五
号
」
と
、
第
四
条
の
二
第

と
、
「
同
項
第
九
号
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
第
五
号
」
と
、
第
四
条
の
二
第

一
項
中
「
前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
二
条
の
三
第

一
項
中
「
前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
二
条
の
二
第

一
項
」
と
、
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
四
条
第
一
項
第
三
号
、
第
四

一
項
」
と
、
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
四
条
第
一
項
第
三
号
、
第
四

号
及
び
第
六
号
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
二
条
の
三
第
一
項
第
三
号
及
び
第

号
及
び
第
六
号
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
二
条
の
二
第
一
項
第
三
号
及
び
第

四
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

四
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


